
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月２８日（金）５・６校時に生徒会役員選挙（立会演説会・投票）が行われました。今年は、６

名の生徒が立候補しました。今週は、学級や学年を越えて、毎朝選挙活動を行いました。 

生徒会役員選挙は、みなさん一人一人が生徒会の一員であることを自覚することができるよい

機会です。学校生活の充実と向上を図る生徒会のリーダーを決めるものなので、立候補者のみな

らず立候補者以外のみなさんにも、「よりよい学校とは何か」を考え、意識を高めてほしいと思いま

す。立会演説会では、立候補者の公約をよく読み、自分のこととして考えることで参加する意識が

高まったはずです。また、立候補者したみなさんは、どのような学校にしたいのかを、分かりやすく

聞く側に伝えることができたと思います。 

 投票では、立会演説会や立候補者の公約、選挙活動等を参考にして、自分の考えで投票できま

したか。自分たちの学校の代表を自分たちで決めることへの責任や心構えについて学べたはずで

す。思いつきで投票した人はいないと思いますが、立候補した側、投票する側、両方とも責任をもっ

ていくことが大切です。 

また、この日は、公職選挙で実際に使われている投票箱や記載台を活用しました。きっと、みなさ

んの意識が高まったことでしょう。 

生徒会役員選挙後は、役員に選出されたみなさんだけでなく、立候補者以外のみなさんも、生

徒会活動に参画することを通して、よりよい学校生活づくりに関わっていきましょう。 

【選挙については右の内容を参考にしましょう。３年生が公民で勉強すると思います】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北九州市立尾倉中学校 学校通信 第 247号 
 
 
 
 
 
 

令和４年１１月１日（火）発行 
校長 栗 原 博 巳 

北九州市八幡東区尾倉三丁目１０番１号 
HP: www.kita9.ed.jp/ogura-j/ 

＜学校教育目標＞ 
豊かな心をもち、健やかでたくましく行動する生

徒の育成～みんなで考え、みんなで取り組み、みん
なでつくる尾倉中学校～ 
＜目指す生徒像＞ 
① 感性豊かで、意欲的、主体的に学習する生徒 
② 健康で明るく、思いやりのある生徒 
③ 礼儀正しく、奉仕の精神に満ちた生徒 
◇ 元気のいい挨拶・礼儀・身なり・学習規律と集団
生活における規律とマナー 

尾 倉 
お ぐ ら ＜校訓＞ 

自主 
創造 
協力 

生徒会役員改選選挙が行われました！ 

 

【選挙の大切さ】 

国の政治に国民が参加し、国民の意思によって政治がおこなわれることを民主主義といいま

す。私たちは、選挙によって私たちの代表者を選び、その代表者が政治を行っています。 

選挙は民主主義の基本であり、選挙で投票することは、私たちが政治に参加するための大切

な機会です。みなさんも１８歳になると、選挙権が与えられ、投票に参加することができるように

なります。私たちが選挙で選ぶことのできる代表者は次の人たちです。 

① 国会議員（衆議院議員と参議院議員）② 県知事③ 県議会議員④ 市町村長⑤ 市町村

議会議員 

私たちの生活をよりよくするためには、私たちがすすんで投票に参加し、私たちの 

代表者としてふさわしい人を選ぶことが大切です。 

【選挙権の歴史】 

日本で初めて選挙が行われたのは、１８９０年（明治２３年）の衆議院議員選挙です。この選

挙で投票することができたのは、直接国税を１５円以上納めている満２５歳以上の男性だけで、

全人口の１％の人しか投票できませんでした。また、この頃の選挙は、今とちがい、投票用紙に

投票者の氏名を記入する公開制で行われていました。その後、少しずつ選挙権が見直され、１９

００年には直接国税を１０円以上納めている満２５歳以上の男性が投票できるようになりました

が、それでも全人口の 2.2％にすぎず、さらに、１９１９年には直接国税を３円以上納めている

満２５歳以上の男性に選挙権が与えられましたが、それでも全人口の 5.5％ほどでした。さら

に、１９２５年には、納税要件が撤廃され、すべての２５歳以上の男性が投票できるようになり、

1945 年からは２０歳以上のすべての国民が投票できるようになりました。また、２０１６年の参

議院議員通常選挙からは、満１８歳以上のすべての国民が投票できるようになりました。 

このように、選挙権が拡大されていった背景には、多くの先人たちの命を懸けた闘いがありま

した。特に、女性の選挙権獲得においては、第一次世界大戦後から女性の社会参加が盛んにな

り、当時の女性たちが努力を続けた結果、終戦後にようやく女性の政治参加が認められるよう

になりました。 

【選挙における基本原則】 

選挙には大切な５つの原則があります。 

① 普通選挙の原則 … 性別や納税額などに関係なく、選挙権や被選挙権が認められます。 

② 平等選挙の原則 … 性別や社会的身分に関係なく、平等に１人１票の権利が与えられま

す。 

③ 直接選挙の原則 … 有権者が直接代表者を選ぶことができます。 

④ 自由選挙の原則 … 有権者は自分の考えで自由に投票することができます。 

⑤ 秘密選挙の原則 … 誰が誰に投票したかなどの投票の秘密は必ず守られます。 


